
                                                
令和６年度 亀山市創業・小規模事業者等経営支援事業 

各種分野の専門家による経営指導（専門相談） 
 

亀山市内の中小・小規模企業等のお悩みの解決に、専門家をご派遣致します。 
相談は無料で秘密は厳守致しますので、ご希望の方は申込書にご記入のうえ、

事前にご提出下さい。後日、各経営分野の最適な専門家とマッチング致します。 
 

１ 事業実施条件 
  亀山市内の経営者を対象とし、1社・1テーマに限り、最大２回まで無料で実施。 

２ 相談テーマ例 
  拡販､相続､創業､税務､知財､法律､ＤＸ､労務､店舗診断他､経営に関する事のみ。 

３ 申込受付期限 
  令和７年２月２８日まで（※：但し、予算額に達し次第、受付を終了させて頂きます） 

４ 事業の内容等 
  経営向上に最適な専門家を中小企業に派遣する事前予約制での個別経営指導。 
【経営指導】 
・本年度の対象事業者数  ６事業者限定（※：但し、申し込み先着順） 
・回数  １２回（原則、１回あたり２時間程度） 

５ 申し込み・問い合わせ先 
  亀山市東御幸町３９番地８ 亀山商工会議所 中小企業相談所 

  電話（０５９５）８２-１３３１、FAX（０５９５）８２-８９８７ 

・・・・・・・・・・ (切り取らずにそのままＦＡＸ等､ご送付頂いても結構です) ・・・・・・・・・・ 

亀山市創業・小規模事業者等経営支援事業 

専門家派遣利用申込書 
当社は、以下の承諾事項を了承したうえで本事業の利用に申し込みます。 

【承諾事項】 ・本事業で受ける指導にて如何なる損害が発生した場合でも、当所及び専門家等は一切賠償責任を負いません。 

         ・本事業にて開示する情報（個人情報を含む。）は、当所及び専門家が本事業の目的のために利用するほか、 

          市に報告させて頂きます。 

 令和  年  月  日 

所在地 〒        三重県 

会社名 
 
 

業種 
卸売 小売 製造 建設 運輸 

サービス その他（       ） 代表者名 
 
 

Ｅメール ＠ 

電 話 （    ）    - ＦＡＸ （    ）    -  

 

希望する 

経営相談 

いずれかに 

〇印を付し

記入下さい 

 

経営革新   地域資源活用･農商工等連携   創業   事業再生及び再チャレンジ 

事業承継   ＩＴを活用した経営力強化   知的資産経営･特許･商標   雇用･労務 

資金繰り   拡販･販促支援   契約･取引   税務･財務体質強化   環境対策 

新商品開発   工場･職場内の経営環境改善   生産性向上 

 
その他：具体的には 
 
 
 
 
 
 

 


